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１．大分市の概況 

（１）位置、面積 

大分市は九州の東端に位

置し、大分県の扇状県域の要

に当たり、高速道路や国道、

鉄道の結節点としての機能を

持つ他、関西方面及び四国へ

のフェリー航路も有しており

交通の要衝となっています。 

南は臼杵市及び豊後大野

市、西は別府市、由布市及び

竹田市に接しており、東西

50.8ｋｍ、南北 24.4ｋｍ、

面積 502.39ｋｍ2 と九州で

も有数の広い市域を有してい

ます。 

 

 

 

 

（２）人口、世帯数 

 

人 口     479,726 人 

世帯数     216,753 世帯 

出典：大分市『住民基本台帳』（平成 28 年 12 月末） 

 

（３）地勢、気候 

地勢は、高崎山（たかさきやま）をはじめ鎧ヶ岳（よろいがたけ）、樅木山（もみのきや

ま）等の山々が連なり、市域の約半分を森林が占めるなど、豊かな緑に恵まれています。こ

れらの山々を縫うように一級河川である大野川、大分川が南北に貫流しながら別府湾に注い

でいます。 

海岸部においては、北部沿岸海域は水深が深く、東部沿岸は豊予海峡に面したリアス式海

岸で天然の良港となっています。 

気候は、山間部から海に面する地域まで変化があり、地域によっては瀬戸内海式気候区に

属しています。全体的にはおおむね温暖な気候です。 

このように、海、山、川がそろい、自然と都市が共存する優れた都市環境を有しています。   

■位置図 
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２．大分市の住生活を取り巻く現状と分析 

（１）人口等の現状と分析 

①これまでの人口等の現状と分析 

人口、世帯数、少子高齢化等の現状、人口移動、住宅確保要配慮者の現状と分析を以下に

整理します。詳細は資料編に掲載しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

■人口等の現状と分析 
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②将来推計人口等から見る今後 10 年間の分析 

ⅰ 将来人口の推計 

ア）大分市全域 

平成 22 年国勢調査を基本に、平成 25 年 3 月発表の国立社会保障・人口問題研究所（以

下「社人研」という。）の数値を用い、将来人口を推計しています。 

社人研の推計によると、このままの状況で人口が推移していけば、平成 22 年から平成

52 年までの 30 年間で、大分市の総人口は約 3.6 万人、生産年齢人口（15 歳～64 歳）

は約 6.5 万人減少すると予測されています。一方、老年人口（65 歳以上）は約 5.3 万人

増加し、高齢化率は 34%に達すると予測されています。 

計画期間の終了が近い平成 37 年に着目すると、年少人口は 14%（H27）→12%（H37）、

高齢化率は 25%（H27）→29%（H37）に達すると予測されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

■総人口・年齢３区分別人口の推計 

出典：総務省統計局『国勢調査』（平成 22 年以前）、 

    社人研『日本の将来推計人口（平成 25 年 3 月推計）』（平成 27 年以降） 

※平成 12 年以前の人口は、旧佐賀関町、旧野津原町の人口を含む。 
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イ）地区別 

大在地区と坂ノ市地区を除く全ての地区で人口が減少すると見込まれています。また、大

在地区を除く全ての地区で 65 歳以上の高齢化率が上昇すると見込まれています。特に郊外

部において少子高齢化の進展が顕著です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

H27年 20.6

H37年 20.4

H27年 7.3

H37年 7.2

H27年 2.8

H37年 2.7

H27年 8.5

H37年 8.2

H27年 2.9

H37年 3.0

H27年 1.8

H37年 1.9

H27年 1.0

H37年 0.8

H27年 0.5

H37年 0.4

H27年 2.6

H37年 2.5

グラフ・凡例

明野

地区

人口

（万人）
年地区

佐賀関

地区

野津原

地区

大在

地区

坂ノ市

地区

大南

地区

稙田

地区

大分

地区

鶴崎

地区

14.8%

11.8%

62.8%

58.9%

22.4%

29.3%

H27年

H37年

13.7%

13.2%

59.4%

54.0%

26.9%

32.8%

H27年

H37年

13.0%

12.2%

57.2%

53.0%

29.8%

34.8%

H27年

H37年

16.2%

12.9%

68.1%

71.6%

15.7%

15.5%

H27年

H37年

15.3%

12.3%

58.6%

60.9%

26.1%

26.8%

H27年

H37年

8.1%

8.9%

45.1%

40.4%

46.8%

50.7%

H27年

H37年

8.6%

8.2%

49.1%

44.3%

42.3%

47.5%

H27年

H37年

14.2%

12.0%

62.3%

55.7%

23.5%

32.3%

H27年

H37年

13.6%

12.0%

63.6%

60.3%

22.8%

27.7%

H27年

H37年

■地区別人口・年齢３区分別人口の推計 

出典：社人研『日本の将来推計人口（平成 25 年 3 月推計）』 

   ※地区別人口は社会増減の補正を行い推計。（大分市人口ビジョン） 

0～14歳 15～64歳 65歳以上
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ⅱ 将来推計人口等から見る今後 10 年間の大分市の住生活を取り巻く環境の分析 

人口等の現状や将来人口の傾向から、少子高齢化がさらに進展し、人口減少に転じると予

想される今後 10 年間の大分市の住生活を取り巻く環境を分析します。 

 

ア）少子高齢化の進展・人口減少局面への突入 

少子高齢化の進展に伴い、人口は今後減少すると見込まれています。特に郊外部では少子

高齢化と人口減少が顕著に進展すると見込まれており、郊外型住宅団地でも同様の傾向をた

どることが予想されます。 

今後は、高齢者が暮らしやすい環境をつくるとともに、子育て世帯も暮らしやすい環境を

つくることで自然増を促す必要があります。 

 

イ）地域コミュニティの弱体化 

少子高齢化や人口減少は地域コミュニティの弱体化を進行させる一因となります。コミュ

ニティの弱体化は、高齢者や子どもたちを見守る機能の低下、災害に対する脆弱性の増大等、

地域の安全や住環境の質の低下にもつながります。 

今後とも地域コミュニティの活性化が求められます。 

 

ウ）空き家増加の懸念 

人口減少に伴い、空き家の増加が懸念されます。空き家の増加は住環境の悪化につながる

ケースもありますが、有効に活用できる空き家もあることから総合的な空き家対策が求めら

れます。 

 

エ）日常生活の利便性の低下 

郊外部をはじめとする人口減少は、商業施設やサービス業等の撤退、公共サービスの維持

が難しくなるなど、生活利便性の低下につながり、そのことが更なる人口流出を招く悪循環

に陥る恐れがあります。 

今後とも、これらの問題の顕在化が顕著な郊外部や郊外型住宅団地等において持続可能な

まちづくりを考慮しつつ、生活利便性や公共サービスの維持が求められます。 

 

オ）転入者の減少 

少子高齢化や人口減少は、都市部に比べて過疎地域の方が早く進展することを考慮すると、

県内他市町村からの転入者は将来的に減少する可能性があります。 

今後は大分市の魅力を高めることにより、県外からの転入を増加させる方策を検討する必

要があります。 
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（２）住宅等の現状と分析 

住宅等に関する現状と分析を以下に整理します。詳細は資料編に掲載しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

■住宅等の現状と分析 
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（３）市民ニーズ（アンケート調査）の現状と分析 

市民ニーズの現状と分析を以下に整理します。詳細は資料編に掲載しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■アンケート調査結果から見た現状と分析 
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（４）旧計画の検証 

旧計画で掲げられた住宅政策上の課題に対して大分市のこれまでの取組等の対応状況を

踏まえ、検証します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

■旧計画における住宅政策上の課題に対する対応状況と検証 
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３．分析及び検証のまとめ   
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４．住宅政策上の課題 

分析及び検証のまとめを踏まえ、本計画における住宅政策上の課題を整理します。 

 

①子育て世帯、高齢者等の住宅確保要配慮者を含めた市民の安全・安心な住まいの確保 

子育て世帯が安心して暮らせる良質な住まいを確保し、これからの大分市を担う次世代の

子どもを育むとともに、これまでの大分市をつくってきた高齢者が住みなれた地域で安心し

て暮らせる住まいを確保する必要があります。また、低額所得者、障がい者等の住宅確保に

配慮を要する市民への適切な住宅供給に努める必要があります。さらに、全ての市民に対し

て住まいに関する情報提供や相談ができるような体制づくりに努める必要があります。加え

て、多様な住宅ニーズへ対応するため、家族構成に合った間取りや収納等の適切な居住環境

へのリフォーム、住み替え等を推進する必要があります。 

 

②日常生活の利便性をはじめとする住環境の質の向上 

市民アンケート調査によれば、さまざまな項目が住生活の満足度に影響していることがわ

かりました。中でも住環境に関しては、日常生活の利便性や良好な音環境、自然の豊かさ等、

住環境の質が重要視されています。商業施設・病院・公共交通機関等、生活に関わる施設や

交通基盤等に着目し、不便な地域については日常生活の利便性を高めるとともに音環境の把

握、対策を行うなど、住環境の質を向上させる必要があります。 

 

③地域コミュニティの活性化 

少子高齢化が特に進展している地域では、地域コミュニティの存続が難しくなってきてい

るところもあります。大分市ではこの問題に対して、富士見が丘団地をモデル団地として、

「ふるさと団地の元気創造推進事業」に取り組み、地域コミュニティの活性化に対して積極

的に取り組んできました。 

これらの知見を活かしながら、他の地域についても地域住民が主体となった取組について

今後も積極的に支援し、地域コミュニティの活性化をさらに進展させる必要があります。 

 

④空き家や老朽住宅への対応等、住宅ストックの活用や除却・更新 

大分市における住宅・土地統計調査上の空き家や昭和 56 年の耐震基準見直し前の住宅は

減少傾向にあるものの、世帯総数を上回る住宅総数※の状況、少子高齢化等の社会情勢を考

慮すれば、今後も積極的に住宅ストックの活用や除却・建替え等を推進していく必要があり

ます。また、公営住宅についても老朽化が懸念されることから、計画的な更新を行う必要が

あります。 

 

※世帯総数を上回る住宅総数：214,080 世帯（資料編 P65 参照）に対し、住宅の総戸

数 224,840 戸（資料編 P82 参照）  
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⑤自然災害への対策 

旧計画見直し以降、東日本大震災や平成 28 年（2016 年）熊本地震等の自然災害が国

内で発生しています。特に平成 28 年（2016 年）熊本地震では大分市内でも大きな揺れ

があり、一部で被害も発生しました。このような中、住宅の耐震性向上に加え、交通基盤や

ライフライン等も含めた地域の強靭化を総合的に図ることが求められています。また、進行

中の密集市街地対策も完了に向けて継続的に推進する必要があります。 

 

⑥都市部や郊外部における、地域性に合った継続的発展 

大分市には人口が集中する都市部もあれば、過疎化が進行している郊外部もあり、日本全

体の縮図であるとも言えます。都市部では駅周辺総合整備事業等による利便性や住環境の向

上が見られ住宅需要も高まっています。一方、郊外部や郊外型住宅団地では少子高齢化の進

展による人口減少が引き起こすさまざまな問題が見られます。 

今後も都市部の魅力の向上や居住の需要への対応とともに、郊外部の豊かな景観資源を活

用した取組や公共サービスの維持等、地域性に合った魅力の創出と持続可能なまちづくりを

踏まえた良好な住環境の維持向上に継続的に努める必要があります。 

 

⑦住生活関連産業の活性化等 

近年、ICT※の分野では産業界にさまざまな新しい業態やサービスをもたらしています。

中でも住生活関連産業においては、食材等の戸別配達、ICT 対応型住宅、遠隔健康管理、省

エネ住宅等、新たな産業の萌芽が見られます。これからも必要とされるリフォーム産業や空

き家を活用したビジネス、地域産材の活用、家事代行、粗大ゴミ搬出等、住生活関連産業の

活性化を図る必要があります。 

また、建材についても CLT※工法等の林業の活性化につながる技術が注目されています。

地域の木材が地域で循環することで森が健全に保たれ、大雨等の災害対策にもつながるなど、

新たな技術のさまざまなメリットを活かすことが求められます。 

 

※ ICT：Information and Communication Technology の略で、かつて IT と呼ばれ

ていた情報通信技術とほぼ同義ですが、コミュニケーションの概念も含まれています。

近年では総務省をはじめ一般的に ICT の呼称が使われるようになっています。 

※CLT：Cross Laminated Timber の略で、直交集成板を指します。通常の集成板では

木材の繊維方向を同じ向きに揃えて貼り合わせていましたが、これを繊維方向が直交す

るように貼り合わせることでコンクリートに匹敵する強度を持つことができ、かつ軽量

で施工性に優れ、断熱性も高いなどの特徴があります。 

 


